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中山間地域における小規模産地形成の成立⑧展開要因

　　　　　一広島県高野町りんご産地を事例に一

谷　口　憲治

Format1on　and　Deve1opment　Factors　of　a　ma11Sca1e　Cu1t1vation1n　Mountainous　area

　　　　　　　　－a　case　study　of　app1e　cu1tivation　in　Takano　town一

Ken］1TAKAN0

　　Abstract　Inth1spaperIshowedformat1onanddeye1opmentfactorsofasma11

sca1e　cu1t1vat1on1n　mounta1nous　area　as　a　case　study　of　app1e　cu1t1vat1on　m

Takano　town，H1rosh1ma　prefecture

F1rst　format1on　factors　of　a　sma11sca1e　cu1t1Yat1on　of　app1es1n　Takano　town　were

as　fo11ows

The　f1rst　factors　were　that　there　were　trad1t1ona1cu1t1vat1on　tecmques　of　an　app1e

mth1stown　Forthe　app1eproduct1n　Takanotownwasstarted　by　ab1g1andowner

m1907，1t　was　cont1nued　by　farmers　and　teacher　of　agr1cu1tura1schoo1before　the

second　wor1d　war　and　by　fu11七me　farmers　ofapp1e　product　afterthe　second　wor1d

war　The　second　factors　were　the　su1tab1e　ch01ce　of　app1e　vanet1es　for　market

demand
The　var1er1es　of　app1e　were　demanded　a　kmd　of　a　r1ch　harvest　t1111960

Next　deye1opment　factors　of　the　cu1t1vat1on　were　as　fo11ows

The　f1rst　factors　were1ntroduct1on　of　new　cu1t1vat1vat1on　techn1ques　They　were

the　techn1qes　of　reduct1on　of　1abor，the　preYent1on　techn1qes　aga1nst　natura1

d1sasterfor　a　stab1e　harvest　and　the　tra1nmg　of　a　new　techn1qes　for　a　successor　and

farmer　The　second　factors　were　the　su1tab1e　ch01ce　of　app1es　yar1et1es　for　market

demand　and　the　deve1opment　of　new　app1es　sa1es　system

1．課題と方法

　わが国農業の21世紀における基本方向を示す食料⑧

農業・農村基本法が，1999年7月に制定され，食料供

給，国土⑧環境保全，地域文化醸成といった農業の多面

的機能による国民的役割が確認されたが，そこにおいて

平地が少なく，急傾斜の多い中山問地域の農地利用方法

が課題となり，その具体的施策が検討されっっある1）．

この基本法は，1961年の農業基本法制定以降の兼業化

と米生産偏重という生産構造の見直しという側面をもっ

ており，農業生産の担い手の高齢化，米の輸入自由化と

いうなかで農業生産の継続困難となり，とくに，耕作放

棄，集落機能低下⑧消滅という事態が具体化しはじめた

中山間地域施策を一っの柱としたことに特徴がある．

　この中山間地域施策は，その具体策として「条件不利

地域対策」として直接所得支払制度の議論がなされてい

るが2），それとともにその中山間地域における農業生産

を発展を基盤にした農村振興の可能性，その方策を明ら

かにする必要がある．このことにより，その地域社会に

応じた直接支払制度が明らかになるし，その地域の自発

的な発展の可能性，その方策も明らかになるのである3、

　本稿では，この自発的な対応として市場対応を具体的

な指標としてみることとし，その対応が可能になった要

因を明らかにしていく。ここでは，山間地域においてそ

の自然的条件に適したりんごを導入し，産地を形成し，

市場外流通により農業継続農村振輿を実現している要因

について広島県高野町を事例に分析することにする4）。
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　以下，局野町りんこ産地の特徴とそうした産地形成⑧

発展要因にっいてみていく．

2．広島県局野町りんご生産の小規模産地として

性格

　（1）国⑧県における局野町のりんご生産

　わが国におけるりんこ生産状況をみると，『農林水産

省統計表』では，1995年現在，その栽培面積において

最大のシェァを占めているのが青森県で48刀％となっ

ており，それに長野県の202％が続いており，この二

県で約七割の集中度となっている．これに，岩手県の

7．4％，山形県の6．7％，秋田県の55％，福島県の44

％と続いており，東北地方のシヱアは，73刀％に達する

のである．っまり，東北地方と長野県，さらに北海道の

2．5％を加えると95■％のシェァとなり，これらの寒冷

な地域以外のりんご生産は，全国規模からみた場合，極

めて小規模であることが明らかとなる．本稿で対象とす

る広島県のりんこ生産の全国的位置をみると，上記資料

ではO．17％となっており，県レベルでは，極めて低い

シェァであり，量的な面で全国的生産状況に殆と影響し

ない県となっている．

　ここで，広島県における高野町のりんご生産状況にっ

いてみると表1のとおりである．

表1高野町のりんご生産の推移

年　　栽培農家数　栽培面積　ha／戸

広島県 1965　　　　　246
1975　　　　　93
1985　　　　　160

1995　　　　　414

35　　0．142

24　　0．258

54　　0．338

83　　0．200

高野町 1965　　　　　31

1975　　　　　31

1985　　　　　32
1995　　　　　31

5　　0．161

9　　0．290

20　　0．525

26　　0．839

高野町県シェア 1965　　　　　　　0．126

1975　　　　　　　0．333

1985　　　　　　　0．200

1995　　　　　　　0．075

O．143

0．375

0．370

0．313

（資料）農業センサス　各年

アは，τ5％となっていて栽培面積のシェアと比べて低

くなっているが，ここ30年間に局野町の栽培農家数は，

31戸と安定しているのに対し，県全体のその数が，

1965年に比べて1975年に激減し，その後，増大してい

る結果となっている。つまり，県全体の傾向が，1戸当

たりO．2ha前後の規模で栽培農家数が変動しているの

に対して，局野町では，31戸という安定した農家数で

りんご生産規模を拡大していき，その結果、1995年に

は1戸当たり生産規模は084haとなったのである。こ

うしたことから，高野町のりんご生産は，全国的な生産

動向に影響を与えるものではないものの，広島県のりん

ご動向に与えるものとなっており，こうした全国レベル

でなく県以下地域レベルの生産に影響力をもつという意

味で小規模産地と規定することができる。

　（2）高野町の駿業経営におけるりんご生産

　ところで，この生産規模の農業収入は，前述した1Oa

当たりの収穫量と1990年代のkg当たり産地直売価格

500円をもとに求めると1戸当たり8，874，600円となる5、

　これは，同年の経営耕地30～50haの農業収入に相

当しており，りんご生産を主体とした専業農家が存在し

ていることを示しているのである6）。このことの実態に

ついては，1989年の実情を示す21戸の資料によると，

1Oha以上の栽培農家が11戸存在し，その内，15ha

以上20ha未満のものが4戸存在していることからも

りんごを主要農産物とする農家が一つの層をなしている

のである7）。これらのりんご栽培農家は，現在，31戸存

在するが，高野町全体の農家数526戸に対する割合は

59％，これらが町の下筒野地区に全員いることを考慮

しても，そこの全農家の149％となっており，過半数

を占めているわけではない。しかし，『生産農業所得統

計』の農業粗生産額をみると表2のとおりであるが，大

半がりんごとみられる果実は，17億円で，全体の1O．6

％となっており，米，野菜に次いで多く，肉用牛，乳用

牛とともに1．0億円の粗生産額となっており高野町の主

要農産物になっている8）．

表2　高野町農業粗生産額の推移

　この表にみられるとおり，1995年の栽培面積におい

て高野町は広島県の313％を占めており，県内一の生

産地となっている．また，広島県農林水産統計年報によ

ると，高野町の10a当たりりんご収穫量は2，113kgで，

県平均1，841kgの1．15倍となっていることから，収穫

量によると県の36．O％となり，高野町の県内シェァは

さらに高まることとなる．これに対し，栽培農家数のシェ

年計米野菜果実肉用牛乳用牛
1965362／100275／76，023／6．4　8／2．2　32／8．8　6／1．7

1975　1247／100822／65．9　150／12．0　　31／2．5　　148／11．9　41／3．3

19851642／100917155．8295／18，067／4．1198／12．1116／7．1

1995　1590／100740／46．5　450／28．3　170／10．6　110／6．9　　100／6．3

（資料）農林水産省『生産農業所得統計』各隼

　っまり，農業経営面からみてりんご生産は，局野町農

業経営に大きな影響力を与える農産物であり，局野町の
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りんこ生産は，こうした小規模の地域経済に影響を与え

るという小規模産地であるといえるのである。ただ，こ

の表にみら．れるとおり，1965年から米，肉用牛，野菜

に次ぐ，主要農産物になっていたものの，粗生産額に占

める割合は22％と低く，近年，粗生産額が1億円を越

し，1995年になって粗生産額の1割に達するまでになっ

たのである．

　（3）市場面からみた高野町りんご生産

　広島県におけるりんこ生産量の全国的位置は，既述し

たとおり1％以下であることから大都市中央卸売市場で

は価格形成に全く影響力を持たないと思われるので，こ

こでは広島市中央卸売市場における位置をみることにす

る．広島市中央卸売市場のH印青果株式会社の平成8年

度における産地別りんご取扱実績をみたのが表3である。

　表3　りんこ産地別広島市中央卸売市場取扱数量

都道府県　取扱量t　取扱額千円　　円／kg

北海道
青森
岩手
秋田
山形
福島
長野
広島
佐賀
熊本

　5石6／o．1

305449／5L4
　342．8／5．8

　0．94／0．02

　46．23／0．8

　1．17／O－02

248635／41．9

　0．65／O伽
　0．29／O．O1

　030／0刀1

　1．069／0．6

923，048／50，8

86，608／4．5

　0290／O．02
11，365／06

　0406／0刀2
792，426／43．6

　0，655／O刀4

　0．081／0，00

　0．193／o．o1

189

302
253

309
246
347
319
1004

276
641

3．高野町りんごの小規模産地形成要因

計5938．89／1001816．142／100 306

（資料）H印青果株式会社『平成8年度　H印年報』

　これによると，取扱数量においても金額においても青

森県が最も多く，その割合は，それぞれ51．4％と50．8

％となっている。これに長野県が続いており，その割合

はそれぞれ41．9％と43石％となっていて，この2県の

シェアは，93．3％，944％に及んでおり，この会社に占

めるこの割合は，2県の栽培面積の割合6＆2％を大き

く上回るものとなっている。ここに占める広島県の割合

は，それぞれO．O1％，O刀4％となっていて，全栽培面

積に対する割合O．17％よりもさらに低くなっている。

ただ，広島県の価格は，1，O04円と他県より著しく高く

なっており，表と同じ資料では，その取引月も10月下

旬と12月全般となっているため年末需要の高級晶目を

のみ出荷した表れとなっている．こうした広島県の広島

市卸売市場の出荷形態から，高野町でもこうした市場対

応となっており，市場外流通による販売対応を行ってい

る産地という特徴をもっているといえる．

　（1）戦前期の生産開始⑧存続要因

　農産物の小規模産地形成要因を明らかにするために，

まず，その農産物が導入された歴史的過程をみて，地域

的への導入を必然化する要因を明らかにすることにする．

　局野町のりんご産地形成要因をみる場合，りんごとい

う晶目を導入する要因をみる必要がある。高野町のりん

ご生産は，既述したように1965年には，米以外の主要

な農産物の一つになって小規模産地が形成されたが，戦

前からの高野町へのりんこ導入の歴史の存在が産地形成

の要因となった。こうした歴史的過程の存在は，この地

域がりんご栽培に適していることの表れであり，この過

程において地域に即した栽培技術の蓄積，技術者の存在

が考えられるからである。

　　1）導入の契機⑧主体

　高野町へのりんごの導入は，地主の新田のための山林

開墾を契機とした。わが国にりんごの曲木が輸入され，

植えられたのは，明治初期であるが，それから35年たっ

た1907（明治40）年に高野町にりんごが植栽されるこ

ととなった。これは，高野町内（当時比婆郡上高野山村）

に土地を所有していた島根県仁多郡阿井村の大地主の桜

井三郎衛門により，約50町歩が新田確保のため山林開

墾がなされたが，開墾された土地の内，水掛かりの悪い

土地に果樹が植えられることとなりその一つにりんごの

苗木が植栽されたが，このことが局野町へのりんご生産，

産地形成の契機となったのである9）。

　　2）生産存続の要因

　第1の要因は，このりんご植栽の目的と関連する。こ

の植栽が開墾の主目的ではなかったために，その管理は

高野在住者に任された訳であるが，栽培技術がないため

に農業経営の対象とはならず，高野在住者の畑に移植す

る等して大地主のりんごの樹を枯死させない

ように努力したようである。こうした努カにより生産は

存続することとなり，また，この過程でも何らかの栽培

技術を蓄積したと思われる。しかし，これも当事者が

1934（昭和9）年に軍隊に現役入隊することにより栽培

管理を放任することとなった。

　第2の要因は，高野山に導入されたりんごや梨にっい

て調査し，適地と判断する研究⑧技術指導者が存在した

ことである。広島県立庄原実業学校の松島（旧姓和泉）

清正教諭であり，1928（昭和3）年頃，栽培適地である

ことの調査をするとともに，広島県比婆郡における果樹
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栽培の重要性を生徒に指導した．教諭はその栽培適地を

下高野山村下門田とし，それに基ついて下高野山小学校

校長，下局野山村長は開拓事業を行い，そこへ水稲をっ

くるとともに教諭の判断でりんご等の果樹を新植し，後

に主要農産物となるタイコン等の野菜の栽培を行うこと

となったのである．この開拓地は，完成とともに1935

（昭和10）年から1938（昭和13）年まで，庄原実業学

校の実習地となり，1939（昭和14）年にこの実習地が

中止になると，教諭は実業学校を退職して，この地に只

野原りんこ園を開き，地域の農家や青年学校の協力を得

て，1943（昭和18）年まで農場経営を行い，その後，

広島県開拓団団長として満州へ渡ることとなった．この

りんこ園は下門田同盟組合が，地権をもっているが，そ

の後，青年学校，1945（昭和20）年3月から戦後は西

田彌らにより，りんこ生産が存続されることとなった．

　（2）戦後期の生産拡大要因

　　1）技術取得体制

　戦後，高野町における生産拡大は，個人による技術取

得から始まり，組織的な体制が出来上がっていったこと

が基礎にある．

　1945（昭和20）年8月に復員し，母が借地経営して

いた只野原りんこ園で働くようになり，戦後の局野町に

おけるりんご栽培技術指導者となった西田彌は，それま

で栽培技術の経験がなく，独学することからはじめた10㍉

こうした戦後直後の時期を経て，組織的な技術取得体制

が形成され，高野町の主要農産物の一っとして着目され

るようになっていった．1951（昭和26）年，当時，下

高野山農業協同組合の専務理事であった長尾重利氏の提

唱により，農業各部門の研究会を発足し，りんご部門は

独立して5～6人で結成された．その後，5年間にりん

ごの樹が新植され，栽培面積は，O．7haから3．6haへと

拡大した．1955（昭和30）年には高野町が発足し，研

究会員も15人に増え，西田を中心に高野町果樹園芸組

合が結成され，高野町のりんこ生産に取り組み，結成後，

組合員は30名を上回り，高野町全域にりんごの新植が

行われるようになった．そして，毎月1回研究会を開き，

問題点を提議し，生産技術の向上を図っていた．この頃

から，高野町でも，りんご生産に注目をはじめ生産を定

着させることに力を入るようになり，毎年15万円程度

の助成をするようになり，主に，動力噴霧機の購入や苗

木の補助に使われた．また，広島県でもりんご生産を着

目し，広島県果樹顧問技術員による現地指導形式の講習

が毎年行われるようになり，それを受講することにより

技術向上に努めた．こうしてりんごは，高野町の主要農

産物の一つとなっていった．

　2）市場対応としての品種選択一多収量品種志向期一

　新技術を取得してもそれによる生産物が好条件の取引

が成立して，商晶化されることにより安定した経営とな

り安定的な生産拡大が実現するのである．こうしたこと

からりんこ生産における晶種選択は，市場対応の重要な

要因となるのである．りんごの晶種選択は，その生産地

の自然的条件に適したものか否かで収量増減とともに晶

質の良否に関係するために経営成果に大きく影響し，さ

らに，同じ栽培特性を持づ晶種であってもその時代の需

要に合うものであるかにより経営成果に影響するために

産地形成とその発展のおおきな要因の一つになる。

　高野町へ明治末に導入されたりんごの晶種は不明であ

るが，戦則期の1935（昭和10）年に広島県立庄原実業

学校の高野山農場に新植されたりんごの主力晶種は，早

生から晩生の順に，祝，旭，紅玉，ゴールテンデリシャ

ス，国光であった．これ以外の晶種の早生紅魁は「祝よ

り早く7月下旬に収穫…市場性が低いので伐採した」，

倭錦は「紅玉と収穫時期は同じ位であり，余りおいしい

りんごではなく試験的に2，3本栽植されていた」，印

度は「グリーン色の強い晶種で酸味が少なく甘さの強い

晶種で…試験的に2，3本程度であった」といわれてい

るように，その後の市場性に合わず定着しなかった．た

だ，ここで「黄金色美しく色づき，味も完熟したものは

抜群においしいりんごであり，10月の主力晶種であっ

た」とするゴールデンデリシャスが，この時期に導入さ

れていたことが，後の紅玉，国光からの晶種切り替え期

に高野町で有利に対応できる要因となった13）．

　戦後，高野町果樹園芸組合が1955（昭和30）年導入

した晶種にっいてみると，祝は「8月の主力晶種」であっ

たが，長野県のような良質のものがとれず，「収量も多

くを望めない晶種」だったために，「昭和40年以降は全

国的に漸減の傾向をたどり…殆ど市場において見ること

のない晶種」となった．これに次いで早生の旭も同じよ

うになっていったが，それは，「作り易」く，「収量も多

く穫れたので収益面に於いて有利であった」ために「主

力晶種の一っとして導入することを決定，その比率は

40％にした」ものの，「酸味が強く，おいしいりんごで

なかったので，漸減の傾向」となったのである．中生種

の紅玉については，「全くさびのない紅玉のつくれない

技術的な遅れ」によって，「高野町では主要晶種には入

れない」ままに衰退していった．
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4．局野町りんご小規模産地発展要因

　（1）生産安定向上要因一新技術導入体制の拡充一

　高野町のりんこ産地が形成された後に，安定的に発展

していくためには継続した技術革新が必要であった．

　　1）行政支援による果樹園芸組合研究会拡充

　りんごの栽培技術の組織的取り組みは，1955（昭和

30）年の上⑧下の高野山村が合併して高野町となったが，

これを契機に二つの村にあったりんご研究会も一つにな

り高野町果樹園芸組合が結成されてことにより，本格化

していった．この組合は「りんご栽培の研究に主眼をお

き，振興及び経営の合理化を図ることを目的」とするも

ので，研究会を催し，町の助成を得て，町全域へのりん

ご新植するとともに病害虫防除のために町から無償配布

されていた手押し動力噴霧器から町の助成による動力噴

霧器の導入を行った．こうした組織的な取り組みにより，

生産は安定⑧拡大し，1955年に36haとなっていた高

野町のりんこ生産量は1960年には73haと倍増し，

1961（昭和36）年にはりんご栽培に対する広島県から

の融資も開始されることとなった。

　こうして生産の安定化⑧拡大化をすすめてりんこ産地

を発展させていったが，1963（昭和38）年と1968（昭

和43）年に大雪となり，この雪害の他にも霜害といっ

た自然災害対策が問題となった．この積雪4mをこす

三八豪雪は，rりんこ樹の被害100％に及ぴ主幹大中枝

も裂け」という「空削絶後の惨状」であったが，組合で

は緊急総会を開き，対策を立て，町から苗木の無償配布

された1’）．しかし，この当時，戦後拡大したりんご生産

は，ピークに達しており，特に，国光，紅玉は過剰傾向

で価格も低迷していた時期であったため，この豪雪を機

にりんご生産を止める農家が相次ぐことになった．そし

て局野町でも栽培農家は減少したものの，表1でみたよ

うに1戸当たりの栽培規模をこの時期以降増大していき，

より局度な技術を求めるようになり，その過程で組合の

基本的な栽培技術を勇定作業充実，土壌管理におきなが

ら，新技術の導入を支援する体制を押し進めた。そして，

全国的にも早期に，1960年代半はから「ふじ」を導入

する晶種更新を行い，1970年代になるとわい化栽培，

無袋栽培を研究を行うとともに実用化し，1977（昭和

52）年の霜害に対しては，町からの支援で霜警報機を設

置し，「全国的にも有数の大規模の優秀な工事」といわ

れる「農業用用排水施設整備」による多目的スプリンク

ラーを完成させ，それまでの重油燃焼という重労働を解

消する「霜害による労苦と干天による被害を軽減」した

のである。

　　2）技術継続⑧向上体制の拡充

　　　一後継者研修の実施⑧研究者招集⑧先進地視察一

　戦後直後から増大させていったりんご栽培農家の多く

は，果樹園芸組合の研究会における自助努力で技術を取

得し向上していったが，町の主要農産物として注目され，

それまで伸びた国光，紅玉りんご生産の過剰が叫はれる

ようになった1960年代半ばになると技術の継承と向上

を目的とした後継者の研修が開始されることとなった．

　まず，1962（昭和37）年4月から高野町のりんご栽

培農家後継者は，長野県果樹園芸試験場園芸技術練習生

（1年目），同研究生（2年目），長野県農業者大学校須

坂実科研究科生となっていった．1962年から2年間研

修が，1965（昭和40）年から1年間研修，1980（昭和

55）年から2年間研修，1989（平成元年）から2年間研

修が各1名ずっされた．

　さらに，こうして「夫々のりんご栽培者も豪雪の後遺

症から脱却」し始めたという1975（昭和50）年頃から，

りんご産地の大学や県試験場の研究者を招聴したり，研

修に参加するようになり，より局度な技術を取得してい

く体制を整えていった12）．つまり，1978年信州大学，

1983年弘前大学，1986年福島県果樹試験場，1987年弘

前大学から研究者を招聰し，1984年に先進地長野県視

察，1988年福島市での全国りんご生産者大会に高野町

果樹組合員10数名参加，1989年組合員10数名，後継

者及び婦人部数名が長野県優秀栽培農家を視察，研修し

ている。

　このように，わが国のりんご栽培技術の先進地とされ

る長野県へ研修に行くとともに長野県をはじめ青森県や

福島県から研究者を招聰することにより局度な技術を取

得する体制を継続しているのである。

　（2）小規模産地市場対応一需要対応一

　　1）薪品種導入

　　　a．良晶質品種志向期

　これに対し，ゴールデンデリシャスは「高野町の主要

晶種として導入することに決定」されて以来，「主力の

座を維持」していくこととなった。それは，この晶種が

「高級晶種であり，収量面に於いても多収が確保でき，

価格もよかった」からであり，その栽培には「小袋，大

袋と2回にわたる袋掛け作業の労力が大変であり，又さ

びが多いので，無体栽培が困難であることから…省九、

すなわち生産性向上に寄与することが少ない」というテ

メリットを克服しているのである．こうしたことから，
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晶種選択は，戦後直後からその地域の自然条件に適した

多収穫晶種に着目する時代から，昭和40年以降は，食

生活が変化する中で，これまで以上に味⑧良質という晶

質面を重視する品種選択となったのである．こうした傾

向にゴールデンデリシャスを戦前から導入しており，そ

の栽培技術を経験していたことは，高野町にとって産地

発展のため好条件となった14）。

　また，この晶種更新時期に高野町にとって「ふじ」の

導入に好事情があったことも，産地発展に好要因となっ

た．ふじは，食味，貯蔵性にすくれた晩生晶種であるが，

高野町へは，三八豪雪対策として，町から苗木の無償配

布されたものがふじの苗木であったことが導入の一因と

されている’5）．これを契機として，ふじは高野町で「計

画的に新植」され，拡大定着していくことになり，この

過程でこの町の旭は「殆どの栽培者が「ふじ」に高接更

新した」，「祝，旭，スターキング等は主として新晶種ふ

じに高接更新した」ということからもその様子がうかが

われる16）．

　　　b。省カ⑧多需要対応晶種志向期

　こうした食味等の消費者需要に適合する晶種選択を追

求していくことになるが，規模拡大を一つの要因として

省力化栽培技術が求められる中で晶種選択が行われるよ

うになっていった17）．こうしたことは，その後の晶種選

択にもみられ，既述したよづな無袋栽培が困難なゴール

デンデリシャスの停滞，1975（昭和50）年頃から省力

晶種といわれる王林，むっの導入がされたことに明確に

示されている．これらと比べて有袋栽培をするが早生晶

種として晶質はきわめてすぐれているというつがる，つ

がると中生晶種との間を埋める千秋を1975年，1978年

の命名登録と同時期に導入し，中生品種で豊産性で着色

食味がよいジョナゴールド，陽光を1980（昭和55）年

頃から導入した18）．また，近年，生食用を中心にしっっ

も，観光農園開始とともにそれを長期に安定して開園し

ていくための晶種選択，生食以外の加工用の晶種選択も

考慮に入れられて多様になってきている19）。

　2）産地直結による需要安定拡大一地域市場対応一

　広島市中央卸売市場には，広島県産のりんこの出荷は，

表3に示したとおり皆無に近い状態であったが，高野町

のりんごの販売は卸売市場に依存せず，生産者自らが需

要を開拓する地域市場対応を行うことで産地形成を行い

発展させていった．この市場対応は，りんご生産の約

96％tが東北以北と長野県によって占められ，卸売市

場への対応策を殆ともたない高野町のような小規模生産

地においては，地域需要と結びっいた市場外流通により

小生産地の独自性を需要者に認識してもらうことが可能

となり，直売による卸売市場価格より高価格の利点を取

り入れることにより産地形成，発展が可能になったので

ある。高野町でりんご生産が始まった頃，まだ，交通網

が発達してなく，一般家庭に車がなかったので，庭先で

販売するか近くの小売り店へ持って行って販売していて，

販路はすべて個人で開拓しており，そのため高野りんご

は，ロコミで世間に広まっていき，ほとんどが固定客と

なっていた20）．’

　高野町のりんご栽培面積が1960（昭和35）年に73ha

に達すると，その生産量は高野町の全人口の消費量を上

回る水準となり，より広範な販売網が求められるように

なった21）。

　1965年代，贈答用として国光，紅玉，ゴールテンテ

リシャスが送られており，国光，紅玉よリゴールデンデ

リシャスは，黄色いりんごで珍しく，大変暑ばれるよう

になったといわれているが，輸送先は，県内をはじめ中

国地方各地を中心に，九州から北海道まで日本各地に送

られていたようである。輸送方法は，初めて贈答用とし

て送られていた頃，国鉄を利用していたが高野町には駅

がなかったため，地元の運送会社がまとめて庄原駅まで

運んでいたといわれている。まだ輸送手段が発達してな

く，国鉄を利用しても広島市まで，1週間もかかること

があり，輸送中にりんごが傷むこともしばしばあったよ

うである。そして，段ボール箱がなかったため木箱にス

クモをつめ，米と一緒にりんごを添えて送っていたとい

われている．

　1975年代に入り，一般家庭でも車が普及した頃は，

各自で駅まで運んで国鉄を利用していたが，1980年頃

から，宅急便が普及し，全国各地に輸送システムが整い，

かなり便利になったようである．宅急便は，翌日には遅

くても2～3日後には，全国どこでも配送されるため，

とりたてのりんごを送ることがセきるのである。宅急便

が急激に発達してきた頃から，産直のフームになり，郵

パックなどでは，各地の特産晶が簡単に求められ，高野

りんこも全国に送られるようになってきている．

　（3）新規需要開発

　　1）観光りんご園

観光りんご園は，1975年頃から開始されたが，当初

はゴールデンデリシャスが支えていたが，現在ふじやう

がるが中心となっており，高野りんごは観光客に「かな

りおいしい」といわれ定着してきたといわれている22）。

りんご狩りは9月下旬から11月頃まで行われ，広島市

から訪れる人が多く，交通網の発達，とくに高速道路が
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つながった頃から，観光客が増えてきた．そして以前は，

団体観光客も多かったといわれているが，最近は家族連

れなとの固定客が多くなり，りんご狩りへ訪れた人の中

には「お土産に」と，りんごを送っている人もあり，観

光りんご園は，自然とふれあいながら，家族みんなで余

暇を楽しむことができ，今後ますます注目されるようで

ある。

　　2）加工用のりんご

　局野町におけるりんこの加工については，1990年代

になった近年になって考えられ試行されるようなった。

りんごの加工品としてジュースやジャム，乾燥チップな

どいろいろ実験を行ない試しているが，どれもあまり適

さず，強いていえば，ジュースが最も適しているといわ

れている　加工用のりんごは，市場に出せないような小

さなものや形の悪いものを利用するが，高野りんごは，

青森県や長野県の産地で加工用として用いるりんごの大

きさでも袋詰めにして庭先で販売しても売れるといわれ

ているため，高野町には加工用にするりんこはないといっ

てもよいと考えられる。今後，高野りんごが観光主体と

なれば，観光りんご園で販売できるようなりんごの特産

品が必要となり，高野りんこに適する加工晶が作り出さ

れると思われる。

5．ま　　と　　め

　これまで広島県高野町のりんこ産地を事例にして中山

間地域における小規模産地形成の要因についてみてきた

が，その考察結果をまとめると次のようになる．

　まず，りんごが高野町の主要農産物となるという産地

形成がされるのは，戦後，昭和30年代後半であるが，

その要因については以下のとおりである．

　第1に，生産開始の契機と生産存続⑧拡大要因につい

てみると，明治40年に水田開発した大地主がその不適

地にりんごの苗木を植えたことを契機にした導入があり，

その後，戦前には，個別農業経営作目に位置っけられな

いままに，個別的な努力で栽培が継続し，戦後になって

次第に高まる需要に対応して個別経営作目に位置っけら

れて生産が増大した　戦前は，大地主と関係のある町在

住農家がりんこの樹を管理し，地元実業学校の教諭が農

場，開拓地においてりんご栽培を実施した．こうした生

産の継続は，この地がりんこ生産に適した自然条件があ

ることと，その地域の何らかの栽培技術蓄積の存在を意

味しており，戦後には，この条件を基に個別農業経営作

目とする農家が果樹園芸組合を設置し，行政の支援を受・

けながら，自らの月例研究会により栽培技術の安定向上

をはかり，生産拡大を行っていったのである。

　第2には，需要の把握をによる晶種選択を行ったこと

が産地形成の要因となった。昭和10年に地元実業学校

の農場には，早生から晩生までのりんごが導入されてい

たが，需要に合わないものは主力晶種とはならないまま

に衰退し，戦後のりんご需要拡大にともなって食味等需

要を満たす多収穫晶種の栽培が拡大していった．局野町

では，当初より販売先を自らが行っていったことが，需

要を的確に把握できることとなった。特に，昭和10年

から取り入れられていた食味の良いゴールデンデリシャ

スは，袋かけ等で労働集約的であったが多収穫品種であっ

たため，戦後も栽培が継続拡大していった．

　次いで，高野町の主要農産物となり，りんごの産地形

成がなされた後の発展要因にっいては以下のとおりであ

る。

　第1に，新しい栽培技術を取り入れ，定着させようと

する試みを産地として継続して行っていったことである。

高野町果樹園芸組合が設立された昭和30年から，町か

らの支援を受けて栽培技術改良を行っていったが，36

年からは県の支援も受けるようになった。こうして産地

形成が成立するようになった38年に豪雪を受けるが，

それからの再建過程で規模拡大した農家は，より栽培技

術の向上に努めることとなった。昭和40年代後半から

の省力栽培技術，50年代には全国で有数な多目的スプ

リンクラーを導入して雪害，霜害，早害等の自然災害対

策に努めた．この他に，昭和37年から後継者を先進地

の栽培農家や研究教育機関に研修に出し，新技術取得⑧

栽培技術の継承対策を行うとともに，先進地から研究者

を招聰したり，栽培農家自らも研修に先進地に出向いて

栽培技術の向上に努めた．

　第2に，常に需要対応を行う努力をしてきたことであ

る。まず，良晶質晶種追求の対応は，継続するとともに

省力晶種の追求を行っていった。特に，三八豪雪対策と

して町から無償配布された苗木が，当時，食味，貯蔵性

で全国的に注目を浴びはじめていた良質晶種「ふじ」で

あったことが，課題となっていた紅玉⑧国光からの品種

更新をスムーズに進める契機となった．こうした需要の

把握は，それまで続けてきた市場外流通の産地直送で，

直接消費者需要と接するために，より明確に栽培農家が

把握し対応できたことである．昭和50年以降の栽培農

家への自家用車及び宅急便の普及は，産地直送をより推

進しくことになった．さらに，同時期に中国自動車道を

はじめ道路交通網の整備が進んだため，産地からりんご
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を発送していくことから，消費者が産地へ直接来て，り

んこを摘果したり，購入したりする観光農園が高野町で

も開園することとなった。こうした事態に対し，開園期

間を長くする品種の組み合わせや生食以外のりんごの需

要に対応する晶種の選択，加工晶の開発が行われるよう

になることで産地の新たな発展を迎えているのである．
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